
平成２４年６月２６日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故 ２件

（うちガスこんろ（ＬＰガス用）２件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 １件

（うち靴（スキーブーツ）１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 ６件

（うち電気洗濯機２件、エアコン（室外機）２件、発電機（携帯型）１件、

携帯ゲーム機１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討会及び第三者委

員会合同会議（※）において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品

事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

（管理番号A200901029を除く。）

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。



（本発表資料の問合せ先）

消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：中嶋、長井、川舩
かわふね

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200224 平成24年6月14日 平成24年6月22日
ガスこんろ（LPガス
用）

IC-N80VE7-R 株式会社パロマ 火災

当該製品のグリル部で調理後、異音がしたた
め確認すると、当該製品を焼損する火災が発
生していた。当該製品のグリル部受け皿に油
脂類等が溜まっていた状況を含め、現在、原
因を調査中。

兵庫県

A201200225 平成24年6月17日 平成24年6月22日
ガスこんろ（LPガス
用）

IC-K310SB-R
パロマ工業株式会社
（現　株式会社パロ
マ）

重傷1名

当該製品の点火操作を行ったところ、漏えい
したガスに引火し、使用者が重傷を負った。何
らかの理由により漏えいしたガスに、ガスこん
ろの点火時の火が引火した可能性を含め、現
在、原因を調査中。

神奈川県

6月20日に経
済産業省原子
力安全・保安
院にて公表済
事故

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A200901029 平成22年1月17日 平成22年2月18日 靴（スキーブーツ） 10KM0100BT
ゼビオ株式会社
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を着用してスキー滑走中、転倒し、1
名が負傷した。
当該製品と事故当時に使用していたビンディ
ングで解放試験を行ったところ解放しなかっ
た。しかし、当該製品には異常が認められ
ず、また、ビンディングは販売店において規格
どおり組付けられていた。なお、同等品で解
放試験を行ったところ正常に解放された。転
倒時に何らかの原因により当該製品がビン
ディングから解放されなかったため事故に
至ったものと考えられるが、事故原因の特定
には至らなかった。

福井県

平成22年2月
23日にガス機
器・石油機器
以外の製品に
関する事故で
あって、製品起
因か否かが特
定できていな
い事故として公
表していたもの



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201200218 平成24年6月10日 平成24年6月21日 電気洗濯機 重傷1名
当該製品を使用中、脱水槽に右手を入れたところ、洗濯物が指
に絡まり負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

神奈川県
製造から15年以上
経過した製品

A201200219 平成24年6月7日 平成24年6月21日 エアコン（室外機） 火災
当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

千葉県
6月21日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201200220 平成24年6月8日 平成24年6月22日 発電機（携帯型） 火災

当該製品をトラックの荷台に載せ搬送中、異臭がしたため確認す
ると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該
製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

静岡県

A201200221 平成24年6月9日 平成24年6月22日 電気洗濯機 火災
当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼
損する火災が発生していた。当該製品を浴室内に設置していた
ことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。

和歌山県
6月21日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

A201200222 平成24年6月11日 平成24年6月22日 エアコン（室外機） 火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が
発生した。現在、原因を調査中。

沖縄県
製造から15年以上
経過した製品

A201200223 平成24年5月22日 平成24年6月22日 携帯ゲーム機 火災
当該製品の電源を入れてコピー機上に置いていたところ、当該
製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

神奈川県

事業者が事故を認
識したのは、6月18
日
6月21日に消費者安
全法の重大事故等と
して公表済

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



靴（スキーブーツ）（管理番号 A200901029) 

 

 


